
日本ＪＣ事業賠償責任保険について 

 
１．この保険の補償内容 

日本国内及び海外において、日本青年会議所及び会員会議所の主催・共催する行事開催中に生ずる 
偶然の事故及びその行事において提供した飲食物によって生ずる偶然の事故、又は事業遂行上、会 
議所が第三者より有料貸借にて保管管理中の物に生ずる偶然の事故等で、他人の生命もしくは身体 
又は財物に損害を与えたことにより、日本青年会議所及び会員会議所が法律上の賠償責任を負うこ 
とによって被る損害賠償金の損失を補償します。 

  
◆上記の他人とは、 

  ①ＮＯＭ、ＬＯＭの主催・共催する行事に、単に参加者として参加するＪＣ会員 
  ②一般の行事参加者（ＪＣメンバーの家族・インストラクターを含む） 
  ③観覧者 
  ④ＪＣ会員でないボランティアの方 
  ※当該行事の主体者となるJC会員は他人ではありません。 
 
 ◆保険金の内訳 
  ①損害賠償金 
  ②損害防止費用 
  ③権利保全行使費用 
  ④緊急措置費用 
  ⑤協力費用 
  ⑥争訟費用 
  ※通常の傷害保険とは異なります。 
 
 ◆被保険者 
  日本青年会議所及び会員会議所の事業主催者、責任者及び指導者とし、保険事故が発生した際、    

保険会社に保険金を請求し、これを受け取る権利を有します。 
  ※ＪＣ会員個人のリスクはお支払対象とはなりません。 
 
 ◆保険料 
  会員会議所等の保険料負担はありません。 

ＬＯＭサ−ビスの一環として(公社)日本青年会議所が全額を負担いたします。 
 
２．この保険の仕組み（保険金額・免責） 
 ＜国内＞ 

特別約款      
補償   

区分 

てん補限度額（千円） 
免責金額（千円） 

一事故につき １名につき 保険期間中 

施設所有者    

管理者 

身体   

財物 

1,000,000 200,000   0 

1,000,000     0 

生産物       
身体 

財物 

1,000,000 200,000 1,000,000 0 

 1,000,000      0 

受託物※ 財物 10,000   10,000 100 

    ※他人の財物を有償で受託したもの 



＜海外＞ 
日本青年会議所（地区、ブロックを含む）の主催・共催する海外での行事の場合が対象です。 

  会員会議所が単独で行なう海外事業は対象外ですのでご注意ください。 
  食中毒危険、受託管理物（１事故50万円限度）も対象に含まれます。 

特別約款      
補償   

区分 

てん補限度額（千円） 
免責金額（千円） 

一事故につき １名につき 保険期間中 

海外ＣＧＬ※ 
身体・財物 

共通 
１00,000 20,000     100,000 0 

※ＣＧＬとはComprehensive General Liability Insurance Coverage Part（総合賠償責任保険）の略称で

あり、身体障害・物的損害事故を包括的にカバーする保険です。国内同様に１つの保険証券で、施設

所有（管理）者・生産物・受託物の対象となる事故を包括的にカバーしています。 
 
３．この保険の対象となる行事の条件 
  日本青年会議所または会員会議所が予め承認した全ての事業とし、客観的に証する書類を必要とします。

２００７年度より「日本ＪＣ事業賠償保険用報告用紙」の提出は不要となっております。 
 
４．この保険の有効期間 
  ２０２２年１月１日午後４時から２０２５年１月１日午後４時までの３年間 
 （２０２２年１月１日から２０２３年１月１日は第１保険年度になります。） 
 
５．問い合わせ 
  この保険の内容につきまして、ご不明な点は下記までご連絡ください。 
  日本ＪＣ事業賠償責任保険担当窓口 
   ㈱第一成和事務所        担当 蛯名（ｴﾋﾞﾅ）・関口（ｾｷｸﾞﾁ） 
    ＴＥＬ０３−５６４５−１０７１   ＦＡＸ０３−３６６３－８５７７ 
   日本総合保険企画㈱       担当 永岑（ﾅｶﾞﾐﾈ） 
    ＴＥＬ０８７７−３３−０１１１   ＦＡＸ０８７７−３３−４４０５ 
   日商保険コンサルティング㈱   担当 永江（ﾅｶﾞｴ） 
    ＴＥＬ０９４２−３４−３３１１   ＦＡＸ０９４２−３９−８５６１ 
 
６．事故発生の際の対応 
  ホームページ掲載の、お近くの保険部会メンバーに事故内容の報告をして指示を受けてください。 
 
 
≪ご注意≫ 
  本保険制度は、賠償事故に対する保険です。法律上の賠償責任が発生しない事故に対しては、保険金が

支払われません。 
  単なる傷害（ケガ）事故でも補償が必要な場合は、別途「傷害保険」に加入する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 



Q＆A 
 
Q1）この保険には、あらためて行事ごとに加入手続きが必要ですか？ 
A1）不要です 

LOMサービスの一環として日本青年会議所が保険料全額負担しております。 
   ただし、LOMが単独で行う海外事業は対象外ですのでご注意ください。 
 
Q2）この保険には、NOM、LOMのメンバーのケガに対する補償はありますか？ 
A2）ありません 
     この保険は傷害保険ではなく賠償責任保険です。NOM,LOMが加害者となり法律上の賠償責任を負う

ことによって被る損害賠償責任の損失を補償するものです。 
   
Q3）補償対象となる事故の場合、損害賠償金として全額補償されますか？ 
A3) されないケースもあります 
   被害者の方に過失がある場合、その分過失相殺されます。 
 
Q4）被害者との示談代行はありますか？ 
A4）ありません 
   被害者の方との直接示談代行はできません。ただし、事故解決に向けたご相談、アドバイスはさせて 

頂きます。 
 
Q5）行事のために無償で受託した（借りた）物に対する補償はありますか？ 
A5）ありません 
   有償にて受託した（借りた）物に対する補償はあります。ただし、自己負担額が 100 千円となって   

おります。ご注意ください。   
 
Q6）行事を行うために借用した建物に損傷をあたえてしまった場合の補償はありますか？ 
A6）あります 
   建物およびそれに付随する什器、備品が対象となります。ただし、自己負担額が 100 千円となって   

おります。また、建物を伴わない広場などの土地スペースは対象外となります。ご注意ください。 
 
Ｑ7）主催・共催団体に名を連ねる行事でないと補償対象となりませんか？ 
Ａ7）そんなことはありません。補償対象となるケースもあります 
   企画立案の段階より携わり実質的な主催・共催者であると判断されれば補償対象の行事と解釈します。 
 
Ｑ8）管理財物という免責条項（補償対象外）とは？ 
Ａ8） 行事事業遂行する対象物に対する損害は免責条項（補償対象外）に該当し、保険金がお支払いできま

せん。 
例）清掃活動行事において、清掃（窓ふき）するガラス自体を破損させた場合、行事事業遂行する   

対象物として免責条項に該当しますので保険金がお支払いできません。 
 
 
 
 
 



事故事例集  

№ 事故日 担保種類略称 
支払保険金 

（円） 
事故内容 

1 2020.10.5 受託者賠償 720,600 花火大会で前日から設営をした際に借りた座卓が降雨で反ってしまった 

2 2019.11.4 業務遂行賠償 112750 例会海上で椅子・テント・看板を倉庫から出す際にシャッターを破損させた 

3 2019.9.29 業務遂行賠償 103,659 ゴミ拾いボランティアの最中に幟が風で倒れ近くの駐車車両に傷つける 

4 2019.7.6 業務遂行賠償 44,630 主催者事業で急遽駐車場として借用した工事現場で参加者が側溝に転 落し足を負傷した 

5 2019.5.12 受託者賠償 608,000 借用テントが飛散して破損した 

6 2019.4.27 業務遂行賠償 302,356 主催イベントでテントが飛散し駐車車両に傷を付けた 

7 2018.8.26 業務遂行賠償 13,780 竿灯を倒してしまい、沿道の見物人に当たりケガを負わせた 

8 2018.7.16 借用施設 204,992 借用した施設の床を汚損させた 

9 2018.2.11 受託者賠償 1,697,941 雪まつり設営解体中に借りたユンボを破損させた 

10 2017.4.8 受託者賠償 289,494 テントの設営管理が悪く強風により飛散させてしまい、車両を破損させた 

11 2017.2.4 業務遂行賠償 52,459 前方不注意により手動除雪機に男児を巻き込みケガを負わせた 

12 2016.10.29 業務遂行賠償 205,200 機材を搬入の際に借用施設のガラスを破損させた 

13 2016.10.9 業務遂行賠償 187,420  テントの設営管理が悪く強風により飛散させてしまい、車両を破損させた 

14 2016.9.25 業務遂行賠償 31,206 カメラ（三脚）を倒して破損させた 

15 2016.6.25 借用施設 305,640 借用した施設のステンドグラスを破損させた 
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（
１
）
今
回
適
用
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せ
て
い
た
だ
く
Ｍ
Ｓ
Ｌ
Ｐ
約
款
で
は
以
下
の
通
り
定
め
て
お
り
ま
す
。

 
「
会
員
は
使
用
人
に
は
該
当
し
な
い
」
と
の
整
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
逆
に
、
被
保
険
者
に
は
該
当
し
な
い
た
め
、
会
員
個
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の
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ス
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＞

 
被
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範
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）
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１
条
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。
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ま
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人
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損
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。）
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（
２
）
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。
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独
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追
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海
外
事
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ま
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